バス、もーりーカーの利用促進
デマンド乗合交通「もーりーカー」[bookmark: _GoBack]　　　　自治会　発行

ほかの利用者と乗り合わせながら、所定の乗降場所から目的地間を利用できる、事前予約制の交通手段です。

■目的地
52カ所（市内の総合病院、市役所等の公共施設、市内外の商業施設等）
■乗降場所
352カ所
■利用要件
守山市内にお住まいで、事前登録すればどなたでも利用可能です。
	（要件）
	（目的地）

	(1)
	75歳以上の人
	52カ所
すべての
目的地

	(2)
	下記のいずれかに該当する人
	

	
	①65歳以上で運転免許証や車を所有していない
	

	
	②守山市老人クラブ連合会またはシルバー人材センターの会員
	

	
	③身体的な理由等で運転免許証を取得できない、または車の運転ができない人
	

	
	④３歳までの乳幼児と移動が必要、または妊娠中の人
	


※上記以外の人についても、市役所、すこやかセンター、図書館、もりやまエコパーク、市民体育館、防災センター、速野図書館・北部図書館を目的とした利用は可能です。
■利用料金
満16歳以上の人・介助者…300円
満15歳以下の人・障害者手帳所持者…150円
■運行日
毎日運行（12月29日～１月３日を除く）
■運行時間
午前８時～午後５時（最終の出発（迎車）は午後４時30分）
[image: C:\Users\1724\Desktop\1010236_1.png]■利用方法
　①登録 ▶ ②予約 ▶ ③乗車 ▶ ④支払い
■その他
　詳しくは右記から市ホームページをご覧ください。市ホームページ

上記に記載した制度の基本情報のほか、
■目的地の一覧や各自治会内の乗降場所の位置（図）
■事前登録の方法（各地区会館やインターネットからも申請いただける）
■Q＆A　※もーりーカー制度説明パンフレットに記載
等の情報を周知いただくと、より詳しく制度をご理解いただけると思います。
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